
当マンションは廊下や階段･ベランダを含め、

喫煙･大騒ぎを厳禁としています。
喫煙や入退室時の廊下での話し声によるトラブルが続発しており、住居者や管理会社か

ら当貸し会議室に警告を受けております。

また、ルールを遵守できない場合は、事業借主に対し貸主は賃貸契約を解除する可能

性があります。無人運営の貸し会議室は皆様のご協力によって支えられております。こ

のサービスが今まで通りご提供できるよう、ご理解とご協力をお願い致します。

ゲスト様の迷惑行為が原因で賃貸契約を解除される恐れもあり、場合によってはゲスト

様には損害賠償金を請求させていただく可能性があります。

廊下の話し声は意外に響きますので入退室は速やかに！
※土足や喫煙は違約金の対象になります。

管理人のパトロールやベランダにもカメラを設置しております。


